
 

 

ASEAN 主要国における冒認商標出願の実態調査 
 

 

 

タイ 
 

１．商標制度の概要 

  

（1）適格を有する商標 

適格を有する商標には「肖像，図案，創作

物品，ロゴ，名称，語，句，文字，数字，

署名，色彩の組合 せ，物の配置，音又はこ

れらの組合せ」が含まれる。 

  

（2）商標制度／優先権 

タイは先願主義を採用している。しか

し、タイでの善意の使用の優先的地位は、

所定の権利を生じさせる。 

タイはパリ条約、WTO の加盟国であ

り、パリ条約に基づき、海外での最初の出

願から 6か月以内に出願する場合には優先

権主張を伴った出願が可能である。 

  

（3）商標登録出願 

  タイでは多区分出願が可能である。シ

リーズ商標は認められない。Official Fee が

商品等に課せられ、各区分で商品等が 5個

を超える場合は区分ごとに課せられる。 

タイはニース協定の国際分類を採用し

ているが、指定商品等の記載は個別商品ご

とに明確に記載する必要がありクラスヘデ

ィングの記載は認められない。 

出願時に使用は要件ではなく、出願前

の商標使用の有無を述べることは義務では

ない。登録の維持又は取消を避けるため

に、使用又は不使用の証拠を提出したり、

宣明する制度はない。 

  

 

 

 

 

（4）出願時の必要書類等 

 出願時には以下の書類等が必要である。 

(i) 出願人名・住所及び国籍 

(ii) 保護を求める具体的な商品リスト 

(iii) 商標見本 

(iv) 外国語・文字を商標に含む場合は

その翻訳と発音（称呼） 

(v) タイにおける代理人を指名する公

証した委任状 

(vi) 優先権書類（必要な場合） 

 

 

（5）審査期間／存続期間／更新 

現状では、スムースなケースの場合、

出願から約 1 年半から 2 年で登録証が発行

される。 

出願日が登録日とみなされ、存続期間

は登録日から 10年である。 

登録は、存続期間満了前 3 月からの更

新出願によって 10年ごとの更新が可能であ

る（6月のグレース期間あり）。 

 

（6）周知商標の保護 

商標法では、タイで登録されているか

を問わず大臣通知で定める周知商標と同一

の標章又は商品の所有者・出所について公

衆に混同を生じさせるおそれのある類似す

る標章などを含む、あるいはこれらからな

る標章は拒絶するとして周知商標の保護を

拡張している。 
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（7）付与される権利 

 商標権者は、登録商標をその指定商品

等に独占排他的に使用する権利を有し、侵

害の差し止めや損害賠償請求を行う権利を

有する。現在のタイ商標法では、タイでの

侵害者に対する刑事的罰則も規定してい

る。 

 

（8）商標登録の取り消し 

登録商標の無効又は取消は商標委員会又

は裁判所に請求できる。 

(i)商標委員会に対する請求理由 

•登録要件の欠如（例えば識別性を欠く

場合、法により禁止されている特徴

を含む場合、登録商標及び周知商標

と同一又は混同を生じるほど類似す

る場合） 

•公序良俗に反する場合 

•３年間の不使用等 

(ii)裁判所に対する請求理由 

•取引での普通名称化 

•優先する権利を有している場合（登録

から５年以内） 

 

２．商標検索の方法 

 

出願前に先行商標調査を行い、登録可能

性の判断（登録の障害になるような登録商

標の有無の確認）を行うべきである。調査

は興味のある商品（区分）及び関連する商

品（区分）について行うべきである。 

商標調査は当局を訪問して行うこと、 

及び当局のウェブサイトにおけるオンラ

インデータベース

（https://tmonline.ipthailand.go.th or 

https://bit.ly/2JBfUfN）でも行うことができ

る。 

 

３．冒認出願を発見した場合の対策 

 

冒認出願に対する法的措置には以下の

ものがある。 

（1）60日間の公告期間中に商標法第 35

条に基づき出願人より優先する権利を有してい

ることなどを理由に異議申立を行う。これが

もっとも現実的で取消と比べて安価な方法

である。 

（2）商標委員会に対して取消を請求す

る。 

（3）裁判所に対して取消を請求する。 

（4）冒認出願の出願人・権利者に出

願・登録の自発的取り下げを求める要求書

を送付する。  

 

４．事前の予防策 

 

（1）少なくとも商品が市場に出る前及び

広告宣伝を開始する前であって、できる限

り早く商標出願すべきである。優先日を獲

得できるだけではなく、冒認出願及び侵害

の問題を回避できるためである。 

（2）冒認出願について監視をすること 

（3）登録許可後に出願は公報に 60日間公

告される。したがって、当局のウェブサイ

ト（www.ipthailand.go.th）によって公報に

基づく冒認出願の監視が可能である。 

（4）毎月の公報は当局のウェブサイトか

らダウンロード可能である。 

（https://tmonline.ipthailand.go.th 
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フィリピン 
 

１．商標制度の概要 

 

 （１）適格を有する商標 

知的財産法第 121.1では、「標章」と

は、「企業の商品(商標)又はサ－ビス(サ－

ビスマ－ク)を識別することができる可視標

識をいい、刻印又は押印した商品の容器を

含む」と規定している。 

 

 （２）商標制度／優先権 

一般的には、フィリピンは先願主義を

採用している。パリ条約に基づき出願する

ことが可能であり、最初の出願から 6か月

以内に出願された場合には優先権主張が認

められる。 

 

 （３）商標登録出願 

フィリピンでは多区分出願が可能であ

る。シリーズ商標は認められない。フィリ

ピンはニース協定の国際分類を採用してお

り、一般的にはニース協定の個別リストを

忠実に守っている。出願時の使用は要件で

はない。 

 

 （４）出願時の必要書類等 

出願時には以下の書類等が必要である。 

出願人名・住所・国籍及びその他の連絡

先 

商標見本  
商標又はその一部の音訳又は翻訳 

ニース協定による区分ごとの登録を求

める商品・サービス名 

優先権書類（必要な場合） 

 

 

 

 

 

 

（５）審査期間／存続期間／更新 

出願から約 7～9ヶ月で登録証が発行さ

れる。 

商標は、以下の使用宣誓書を提出する

ことにより、登録によって 10年間保護され

る。 

・出願日から 3年目の使用宣誓書 

・登録から 5年目の使用宣誓書 

・更新登録から 1 年以内の更新使用宣

誓書 

・更新登録から 5年目の使用宣誓書 

   

 

登録は、10 年ごとの更新が可能である。

登録は、商標の所有者及び独占権について

の登録の有効性についての一応の推定でし

かない。 

 

（６）周知商標の保護 

 

登録の有無にかかわらず、同一・類似

商品・サービスについて国際的でフィリピ

ンで周知な商標は保護される。 

 

フィリピンで登録された周知商標は、

商標の使用が登録商標の所有者の商品等や

所有者と関係があるがごとく使用されてお

り、登録商標の所有者に損害を与えると考

えられる場合はその指定商品等と非類似の

商品等まで保護が拡大される。 
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（７）付与される権利 

  

知的財産法 147.1では「登録商標の所有

者は、その同意を得ていないすべての第三

者が当該登録された商標に係る商品又はサ

－ビスと同一又は類似の商品又はサ－ビス

について同一又は類似の標識又は容器を商

業上使用し、その結果混同を生じさせるお

それがある場合は、その使用を防止する排

他的権利を有する」と規定している。 

 

（８）商標登録の取り消し 

知的財産法 151条により、登録により

損害を受けている又は損害を受けるであろ

うと考える者は以下の条件で取消を請求で

きる。 

 

 ・登録日から 5 年以内であること 

  

・登録に係る商品若しくはサ－ビス若し

くはその一部について標章が一般名称にな

っているか若しくは放棄されている場合、

当該登録が不正に得られたか若しくは法の

規定に反してなされた場合又は権利者によ

り若しくは権利者の承認のもとに商品若し

くはサ－ビスの出所を偽って表示するよう

に使用されている場合は、いつでも取消請

求ができる。 

 

 ・権利者が正当な理由なく 3 年以上継続

してフィリピンにおいて商標を使用しなか

ったか又はライセンスによりフィリピンに

おいて使用させることをしなかった場合は、

いつでも取消請求できる。 

 

 

 

２．商標検索の方法 

  

混同を生じる類似商標及び同一商標の検

索を、WIPOのデータベースで行うことがで

きる。 

https://www3.wipo.int/branddb/ph/en/ 

 

３．冒認出願を発見した場合の対策 

 

（１）応じない可能性もあるが、自己の

商標が国際的及びフィリピンで周知である

ことや、優先権主張又は先願を理由とする

警告状を出願人に送付すること 

（２）公報掲載後 30日以内に異議申立

を行うこと 

（３）冒認出願が登録された場合は取消

請求を行うこと 

 

４．事前の予防策 

 

（１）出願前に現地代理人による商標調査

を行うこと 

（２）同一又は混同を生じるような類似商

標について監視をすること 

（３）登録までに再度調査をすること 

（４）遅滞なく適時に商標登録出願するこ

とが最も肝要 
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マレーシア 
 

 

１．商標制度の概要 

  

（１）適格を有する商標 

図形、ブランド、見出し、ラベル、

チケット、名称、署名、語、文字、数字又

はこれらの組みあわせが商標としての適格

を有する。 

 

 （２）商標制度／優先権 

  マレーシアは使用主義的要素を含む先

願主義を採用している。即ち、マレーシア

において同一又は相当類似する商標の先使

用者がいない場合は、商標を取引で使用す

る最初の出願人が登録する権利を有し、優

先的権利を有する。先使用者がいない場合

は、最初の出願人が商標の所有者として登

録される。 

  パリ条約に基づき出願することが可能

であり、最初の出願から 6か月以内に出願

された場合には優先権主張が認められる。 

  

（３）商標登録出願 

  現段階では区分ごとの出願が必要であ

る。現行法では多区分出願は認められてい

ない。しかし、2019年 12月 27日改正商標

法の施行により多区分出願が認められ、シ

リーズ商標の出願も可能になる。商品・サ

ービスの区分はニース協定によって定めら

れ、クラスヘディングの記載は広範であっ

て通常は認められない。出願時に使用は要

件ではない。 

 

 

  

 

 

 

 

（４）出願時の必要書類等 

出願時には以下の書類等が必要であ

る。 

(i) 区分に沿った正確な指定商品・サ

ービス名  
(ii) 真の所有者であることを主張

する法定宣誓書 

(iii) 優先権主張を行う場合は優先

権書類 

(iv) ローマ字以外の外国の文字及

びマレー語・英語以外の言語につ

いての認証した音訳及び翻訳 

 

（５）審査期間／存続期間／更新 

出願から登録まで局通知などなく進む

場合は18ヶ月以内に登録され、早期審査の

申請を行った場合は最短で 6 か月 3 週間で

登録されるが、早期審査には要件がある。 

登録後、独占権が 10年間付与され、そ

の後 10年ごとの更新が可能である。 

 

（６）周知商標の保護 

 マレーシアでは周知でなく外国でのみ

周知な商標はマレーシアでは保護されない

可能性がある。周知商標の基準は、マレー

シアで事業を行っているかまたは信用を獲

得しているかに関わらず、何人かの商標で

あるとマレーシア国内で周知になっている

ことである。 
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（７）付与される権利 

 商標登録により付与される権利は登録

簿における条件・修正・限定などを条件と

した商品・サービスについて商標を独占的

に使用できる権利である。条件及び限定は

所有者の権利範囲を示すものである。 

（８）商標登録の取り消し 

商標登録は、登録から 3年間不使用の場

合、又は詐欺、冒認、識別性を有さない

（普通名称化）及び法に定めるその他の理

由により取消の対象となる。 

  

２．商標検索の方法 

 

（１）非公式な検索は、指定商標代理人

によって「MyIPO IPONLINE trademark 

database」及び「WIPO Global Brand 

Database（MyIPO database を含む）」にア

クセスすることにより検索可能である。

MyIPO IPONLINE trademark database は商標

のイメージをアップロードしていないた

め、イメージ調査、図形調査は WIPO 

Global Brand Database で行う必要がある。 

 （２）調査時の先行類似商標の存在の有

無についての公式調査及び調査結果の送付

を当局（マレーシア知的財産公社）に依頼

することが可能である。 

 （３）当該商標の識別性の有無に関する

予備的助言を当局に依頼することが可能で

ある。実際に登録官が拒絶した場合、出願

取り下げを希望するか、また、出願時の費

用についての払い戻しを希望するかを尋ね

る通知が出願人に送付される。 

 

 

３．冒認出願を発見した場合の対策 

（１）冒認出願の出願人の背景（企業の

状況や事業内容など）を Companies 

Commission of Malaysia (SSM) で調査するこ

と 

（２）冒認出願の出願人についてさらに

情報を得るためインターネット検索を行う

こと 

（３）冒認出願の出願人との間に事業の

関係があったかを調査・決定し、関係があ

った場合には次の対応のために全ての証拠

を収集すること 

（４）冒認出願の出願人／権利者に対し

て悪意の出願／登録の自発的な取下げ／取

消を求める要求書を発すること 

（５）冒認出願が審査に係属している場

合は、ウオッチングリストに入れて出願公

告された際には異議申立を行うこと 

（６）商標の所有者がマレーシアでの先使

用者である場合又は冒認出願人を行った者

と取引があった場合であって平和的解決が

できない場合は高等裁判所に取消／無効請

求を行うこと  

 

 

４．事前の予防策 

（１）遅滞なく商標登録出願すること。遅

くとも現地代理店との交渉やマレーシアへ

の商品の輸出を始める前に出願すること 

（２）商標ウォッチングを行い、指定期間

内に公衆に欺瞞・混同を生じさせるおそれ

があることなどを理由に異議申立を行える

ようにすること 

（３）冒認出願に対しては、比較的安価で

ある異議申立を行うこと 

（４）定期的に商標調査を行い、直近の商

標出願を見つけること  
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ベトナム 
 

１．商標制度の概要 

 

 （１）適格を有する商標 

 

商標としての適格を有する標識は、 

【視覚で認識できるもので文字、語、

図、イメージ、ホログラム、これらの組み

合わせであって１又は 2以上の色彩からな

るもの】である。 

匂い及び音は商標として登録できな

い。 

 

 （２）商標制度／優先権 

 

 ベトナムは先願主義を採用しており、

最先の出願人に商標権を認める。パリ条約

に基づき出願することが可能であり、最初

の出願から 6か月以内に出願された場合に

は優先権主張が認められる。 

 

 （３）商標登録出願 

 

ベトナムでは区分数に応じた Official 

Fee の納付により多区分出願が可能であ

る。ベトナムはニース協定の国際分類第 11 

版を採用しており、クラスヘディングの記

載は認められず商品等を詳細に記載する必

要がある。 

  

 

 

 

 

 

 

（４）出願時の必要書類等 

 

出願時には以下の書類等が必要であ

る。 

(i) 出願人名と住所 

(ii) 出願商標のサンプル（商標見本） 

(iii) 区分を明確にした詳細な商品・サ

ービスのリスト 

(iv) 優先権主張を行う場合は優先権書

類 

(v) 委任状原本（署名日は出願日以前で

あること。公証・領事認証は不要） 

 

（５）審査期間／存続期間／更新 

 

絶対的要件及び相対的要件について審査

される。知的財産法では実体審査の期間は

出願公開から 9 ケ月とされているが、実際

には当局のバックログにより審査結果が出

されるのは出願公開から 12か月以上となっ

ている。登録商標の保護期間は出願日から

起算して10年間であり、効力はベトナム全

土に及ぶ。 

 

 （６）商標の維持／更新 

 

商標登録は 10 年ごとに更新可能であり、

継続して 5 年以上不使用の場合は消滅の対

象となる。 
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（７）周知商標の保護 

 

 外国での周知商標はベトナムでは保護

されない。換言すると、ベトナムでは周知

でない商標又は広範な使用及び認知されて

いない商標は冒認出願からの保護を受ける

ことができない。冒認出願のベトナムでの

出願日前にベトナムで周知の商標又は広範

な使用及び認知されている商標のみが冒認

出願からの保護を受け得る。 

 

（８）付与される権利 

 

 商標権者は以下の経済的権利を有す

る。 

・商標を使用又は他人に商標の使用を

許可すること 

・他人が当該商標を使用することを防

止すること 

・法に基づき商標を処分すること 

 

（９）商標登録の取り消し 

 

無効請求前、正当な理由なく、5年間

継続して商標権者、使用権者が商標を使用

していない場合は保護の無効請求を行うこ

とができる。 

 以下の場合、登録全体が取り消される。 

・出願人が登録を受ける権利を有さな

い場合、あるいはその権利を譲渡されてい

ない場合 

・登録が認められた際に保護の要件を

満たしていなかった場合 

 

 

２．商標検索の方法 

  

ベトナムはマドリッド制度の加盟国であ

るため、商標調査は IP Viet Nam 及びマド

リッドモニターデータベースに基づき行う

ことができる。 

毎月の公報は IP Viet Nam のウェブサイ

ト http://noip.gov.vn/en/web/english/home から

ダウンロード可能である。 

 

３．冒認出願を発見した場合の対策 

 

（１）応じない可能性もあるが冒認出願

の出願人に警告状を送付すること 

（２）知的財産法第 112条の「出願人が

登録する権利を有さない、または、その権

利を譲渡される権利を有さないこと」など

を理由に、冒認出願を発見した場合の最も

一般的な方法である異議申立を行うこと 

 

４．事前の予防策 

 

（１）できる限り早く、できるだけ多くの

関連すると考えられる商品等を指定して商

標出願すること 

（２）国内公報及び国際登録商標の公報を

注意深く監視すること 

（３）ベトナム人と事業を行う場合、代理

店契約に代理店が商標出願を行わないこと

など商標権に関する条項を含めること 
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シンガポール 
 

１．商標制度の概要 

  

（１）適格を有する商標 

適格を有する商標は、商標法第２条に規

定されている「標識」であって、「文字，

語，名称，署名，数字，図形，ブランド，

標題，ラベル，チケット，形状，色，包装

の外観又はこれらの組合せ」を含む。 

 

 （２）商標制度／優先権 

シンガポールは先願主義を採用してい

る。パリ条約及び WTO の加盟国であるた

め、優先権を主張する出願は優先日まで遡

及する権利を有する。優先権主張は、基礎

の出願の出願人あるいはその承継人のみ認

められ、最初の出願日から 6ヶ月以内に出

願する必要がある。承継の場合はシンガポ

ールへの出願前に承継が行われていること

が必要である。 

商標の使用は出願の要件ではなく、出

願前の使用の有無を述べることは義務では

ない。 

 

 （３）商標登録出願 

シンガポールでは多区分出願が可能で

ある。シリーズ商標の出願も可能である。

シンガポールはニース協定の国際分類を採

用しており、一般的にはニース協定の個別

リストを忠実に守っている。 

 シンガポールにおいて相当な使用がされ

た結果によって識別性を取得した場合は、

登録できる場合があるが、その場合、シン

ガポールにおける相当な使用の証拠を登録

官の検討のために提出する必要がある。 

 

 

 

 

 （４）出願時の必要書類等 

出願時には以下の書類等が必要である。 

•出願人名・住所・国籍 

•商標見本  
•国際分類に登録を求める商品・サー

ビス名 

•優先権主張の場合は基礎出願の詳細

（国名、出願日など） 

•優先権主張の場合は基礎出願の指定

商品等 

 

（５）審査期間／存続期間／更新 

出願から約 9 ヶ月で登録され、出願日

から 10 年間登録が有効であり 10 年ごとの

更新が可能である。 

 

（６）周知商標の保護 

 登録の有無にかかわらず、シンガポー

ルにおける周知商標は保護される。しか

し、シンガポールでの周知が必要である。

外国での周知商標はシンガポールでの周知

を常に意味するものではない。シンガポー

ルで周知であるかは、提出された証拠（シ

ンガポールでの認知度、売上高、広告の範

囲など）によって判断され、通常、立証は

困難を伴う。 

 

 

 

 

 

 

Copyright(C) 2020 JPO/JETRO. All right reserved.



 

 

ASEAN 主要国における冒認商標出願の実態調査 
 

 

 

（７）付与される権利 

 商標権者は商標を独占排他的に使用可

能であり競業者の使用を止めさせることが

できる。商標の使用許諾を行うこと、フラ

ンチャイジーにおいて他人に譲渡するこ

と、合併の際に無償で譲渡すること、増資

のために使用することも可能である。 

商標権者は侵害者に対して差し止め、

あるいは損害賠償請求をすることが可能で

ある。現在のシンガポール商標法では、特

に偽造品に関連する違反者に対する刑事的

罰則を規定している。 

（８）商標登録の取り消し 

シンガポールにおいて不使用の正当な

理由なく 5年以上継続して使用していない

場合は取消の対象となる。知的財産法 151

条により、登録により損害を受けている又

は損害を受けるであろうと考える者は取消

を請求できる。法により、又は権利者の無

活動により商標が商品等の普通名称となっ

てしまった場合は無効とされ得る。 

商標は、シンガポール商標法の絶対的

拒絶理由・相対的拒絶理由に反して登録さ

れた場合、あるいは冒認・詐欺による登録

や虚偽の陳述によって登録された場合も無

効とされ得る。 

 

２．商標検索の方法 

  

類似商標の調査は当局（IPOS）の e-

services platform である IP2SG 

(www.ip2.sg)で行うことができる。 

 

冒認についての調査は以下の方法で行う

ことができる。 
 

 

１．当局による決定理由文書のチェック 
 

• 2010 年から現在までのケース: 
https://www.ipos.gov.sg/resources/hearing-
mediation  

• 2010 年以前のケース: 
https://www.ipos.gov.sg/resources/hearing-
mediation/legal-decisions-archives  
 

２．当局の決定に対する不服申立の Lawnet

のチェック 

 

高等裁判所や控訴裁判所への不服申立につ

いて Lawnet でチェックできる。 

 

３．当局のプラットフォーム IP2SG での出

願・登録商標のチェック（https://www.ip2.sg）  
 

• 商標又は漢字及び区分を入力して類似

商標のチェックが可能である。 

• 出願人名、商標、出願番号、区分、代

理人名による商標公報のチェックが可

能である。 

 

３．冒認出願を発見した場合の対策 

 

出願公告の段階でも冒認を理由として異議申立

を行うべきである。一方、登録後は冒認を理

由とする無効請求が可能であり、当局又は

裁判所に請求可能である。 

 

４．事前の予防策 

 

 ＊定期的な商標調査、経過の観察 

 ＊可能な限りの証拠収集 

 ＊シンガポール市場に入る前の出願 
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インドネシア 
 

1.商標制度の概要 

 

 インドネシアにおける知的財産権の申請

・登録に係る行政は、法務人権省知的財産

総局（Directorate General of Intellectual 

Property, Department of Law and Human 

Rights，http://www.dgip.go.id，職員 586

名）が司っている。商標出願の審査は商標

地理的表示局（141 名、内審査官 81 名）の

所管である。 

 商標出願は出願から 15 日後出願公開さ

れ、異議申立の機会を与えており異議申立

の審査は公開期間終了後一般の審査の一環

として行われる。異議審査において冒認出

願を排除しているかどうかは不明であるが

異議の有無に関わらず全ての出願に対して

実体審査が施される。実体審査において冒

認出願が排除されることは少なく、登録さ

れてしまった冒認商標に関する争いは裁判

所に持ち込まれる。知的財産総局に存在す

る審判委員会は拒絶査定に対する不服のみ

取り扱う。 

  

2. 商標検索の方法 

 

インドネシアにおいて出願された商標は

ＷＩＰＯデータベースの他、ＤＧＩＰウェ

ブサイト（https://pdki-

indonesia.dgip.go.id/）で公開するデータベ

ースを利用して検索することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.冒認出願を発見した場合の対策 

 

冒認出願により登録された商標を取消す

には、自身の商標が著名であること（第 21

条第１項ｂ）と、相手方が悪意をもって商

標出願していたこと（第 21 条第 3 項）を

理由に取消訴訟を起こさなければならな

い。悪意ある商標についての取消訴訟の提

訴期間は無期限である。（第 77 条第２

項） 

 

4. 事前の予防策 

   インドネシアでは冒認出願が横行して

おり、赤の他人が商標の著名性へのただ乗

りを意図して出願するケースの他、元社員

や元代理店が会社に無断で出願するケース

が目に付く。その一方で審査段階では冒認

出願が拒絶されず、裁判に持ち込んで商標

権を取消す以外に排除する方法がないの

で、早期に出願することがたいへん重要で

ある。 

2017年以降の商標出願については出願か

ら登録までに要する時間は１年から１年半

程度である。登録査定から登録証発行まで

に要する時間は３～６ヶ月程度である。近

年 70000件を超える商標出願が受け付けら

れている一方、最終処分件数は 60000件前

後である。 
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